
3　2015年（平成 27年）10月 25日日

税務署からのお知らせ「白色申告者の記帳説明会」、
「青色申告決算」、「年末調整等説明会」を開催します

所得税の白色申告者の記帳説明会
日時　11月13日金 午前10時30分～11時30分
場所　ハイトピア伊賀3階（伊賀市上野丸之内）
所得税の青色申告決算等説明会
日時　11月13日金 午後1時30分～3時30分
場所　ハイトピア伊賀3階（伊賀市上野丸之内）
日時　11月17日火 午前10時～正午
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
◎青色決算書用紙などは、国税庁ホームページ
から出力できます。

平成27年分年末調整等説明会
日時　11月17日火 午後1時30分～3時30分
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
◎説明会の書類は、対象となる個人または法
人に事前送付しますので、当日必ずご持参
ください。

 上野税務署
  白色・青色申告に関すること   21‐0289
  法人・年末調整に関すること   21‐0953

11 月上旬より、市内に住民票のある全世帯に

マイナンバーの通知を開始します。

▼ 宛名台紙　▼ 説明用パンフレット　▼ 通知カード・ 個人番号カード交付申請書
▼ 個人番号カード交付申請書の返信用封筒

通知の内容一式

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん

　これまで広報なばりは新聞折込
で皆さまのご家庭にお届けして
いましたが、11月第２号（11月
22日日）発行分からポスティン
グによる市内全域各戸配布とな
ります。
　より多くの皆さまに市からの情報を発信し
ていくよう今後も努めてまいります。

 広報対話室   63‐7402

広報なばり 11月第 2号より
新聞折込から各戸配布となります。

　紛失した場合は、再交付の申請が必要となります（再
交付手数料500円）。ただし、即日手渡しはできません。
後日、簡易書留郵便で住民票の住所地に送付します。

11
月
8
日
日 

名
張
市
総
合
防
災
訓
練
実
施　

当
日
は
避
難
広
報
訓
練
と
し
て
、防
災
ラ
ジ
オ
、Ｆ
Ｍ
な
ば
り
、防
災
ほ
っ
と
メ
ー
ル
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
、「
緊
急
速
報
メ
ー
ル
」
も
配
信
し
ま
す
。
一
時
避
難
所
へ
の
避
難
訓
練
や
公
民
館
・

小
学
校
な
ど
で
避
難
所
開
設
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。
内
容
は
、
各
地
域
で
異
な
り
ま
す
の
で
、
地
域
の
回
覧
な
ど
を
確
認
く
だ
さ
い
。　
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7……国津の杜の行事　8……12月の相談、まちづくり仕掛け人
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市
で
は
、「
産
み
育
て
る
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
指
し
て
、

妊
娠
・
出
産
・
育
児
の
切
れ
目
の
な
い
相
談
・
支
援
の
場
や
そ
の
仕
組

み
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
取
組
み
は
全
国
各
地
か
ら
注
目

さ
れ
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
号
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
子
育
て
支
援
の
あ
り
方
を
考
え
ま
す
。

〜
不
安
の
な
い
子
育
て
環
境
を
目
指
し
て
〜

　

全
国
的
に
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、

市
の
人
口
、
子
ど
も
の
数
（
15
歳
未
満

人
口
）
は
、
減
り
続
け
る
と
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
16
年
後
に
は
人
口
が
７
万

人
を
切
り
、
子
ど
も
の
数
は
６
８
５
３

人
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
（
左

グ
ラ
フ
）。
子
ど
も
が
減
る
と
ま
ち
の

少
子
化
対
策
は
、
市
の
重
要
課
題

２
回
以
上
出
産
し
た
マ
マ
も

妊
娠
を
知
っ
た
と
き
不
安

　

市
で
は
、
妊
婦
の
気
持
ち
や
子
育
て

環
境
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

平
成
23
年
１
月
か
ら
平

成
25
年
３
月
ま
で
に
、

妊
娠
届
出
を
行
っ
た
妊

婦
１
５
７
７
人
に
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
の

で
す
。

　

す
る
と
、
出
産
回
数

１
回
以
下
の
妊
婦
よ

り
、
出
産
回
数
２
回
以

上
の
人
の
方
が
、
妊
娠

を
知
っ
た
と
き
に
不
安

や
戸
惑
い
を
抱
く
こ
と

が
多
い
と
い
う
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
予
定

外
の
妊
娠
で
あ
っ
た

り
、
周
囲
の

協
力
が
得
ら

れ
な
い
と
感
じ
て
い
た
り
、
経
済
的
な

問
題
が
関
連
し
て
い
た
り
す
る
よ
う
で

す
。

　

こ
れ
ま
で
、「
出
産
や
育
児
経
験
が

あ
る
か
ら
慣
れ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
考

え
ら
れ
て
い
た
出
産
２
回
以
上
の
妊
婦

に
も
支
援
が
必
要
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

　

初
め
て
の
出
産
の
妊
婦
は
も
ち
ろ

ん
、
不
安
や
戸
惑
い
を
持
つ
全
て
の
妊

婦
、
乳
幼
児
の
保
護
者
が
安
心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
よ
う
に
、
市
や
地
域
で

は
ど
の
よ
う
な
支
援
が
で
き
る
の
で
し

ょ
う
か
。

活
気
が
無
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
少
子
化
対
策
は
、
市
の

重
要
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

妊娠を知ったときの気持ちは？

86.5％

嬉しい 68.8％
不安・
戸惑い
31.2％

13.5％

２回
　以上

0回・
　1回

出産回数

0％
100％50％

予定していた妊娠ですか？

74.3％

はい 48.3％ いいえ  51.7％

25.7％

２回
　以上

0回・
　1回

出産回数

0％
100％50％

※
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
、

　
平
成
24
年
1
月
に
発
表
し
た
推
計

妊婦アンケート結果

市の人口と子どもの数の推計

あ
り
の
マ
マ
で
―

特集

※市に妊娠届出をした妊婦 1577人から回答

◎妊婦アンケートでは、他に「経済的な問題はあるか？」「出産時、協力者はいるか？」「出産後の生活は楽しみか？」などの質問に協力いただきました。

～不安のない子育て環境を目指して～

特集 ありのママで―
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80,284人
人口 75,525人

68,597人
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10,564人
8,683人

6,853人

子どもの数（15歳未満人口）

5,708人5,708人

通知カード・個人番号カード申請書（表） 通知カード・個人番号カード申請書（裏）

切り取り線から上の部分は通知カードです。
この部分は自宅で大切に保管してください。

切り取り線から下の部分は個人番号カード
交付申請書です。
この用紙の詳しい書き方や手続き方法は、
同封の説明用パンフレットをご覧ください。

　右の見本にもある個人番号カード交付申請書に必要事
項を記入し、申請者の顔写真を貼り付け、同封の返信用
封筒にてポストへ投函ください。書き方など詳しくは、
同封の説明用パンフレットでご確認ください。
　個人番号カードは、申請書を提出された人へ平成 28
年 1月以降に交付します。

マイナンバー制度をかたる不審な電話にご注意ください！

税を考える週間　税を考える週間では、国民の皆さんに、租税の役割や税務行政に対する理解を深めていただくためにさまざまな行事を実施します。
国税庁ホームページでは、特集ページを開設しています。この機会に、税について考えてみませんか。 国税庁 で 検索

通
知
カ
ー
ド

個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請
書

 ◎ マイナンバー制度全体に関して
 マイナンバーコールセンター　 0570‐20‐0178

 ◎「通知カード」・「個人番号カード」に関して（配送状況含む）
 個人番号カードコールセンター　 0570‐78‐3578

 ◎ 市への問い合わせ先（通知カード・個人番号カードについて）
 名張市 通知カード・個人番号カード専用電話　 63‐7160

マイナンバーとは
　住民票を有する全ての人に対して指定される 1人に 1
つの個人番号（マイナンバー）です。
　マイナンバーは今後、年金・健康保険・児童手当・税
の申告などさまざまな手続きで使うことになります。
　原則、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

  送付について
▼ 送付時期：11月上旬～ 11月下旬（予定）
▼ 送付方法：郵便局からの簡易書留（転送不可）
※ １通の封筒に世帯人数分封入 (上限８人 )
※ 市内に住民票がある全世帯に簡易書留で送付するため、
　 市内全域の送付が完了するまで大変時間が掛かります。
　 地域ごとで配布時期に差が生じることもありますが、
　 あらかじめご了承ください。

通知カードとは
　通知カードは、皆さんにマイナンバーをお知らせし、
それぞれご自身で確認するためのものですので、必ず
大切に保管してください。
※通知カードは身分証明書としてご利用いただけません。

個人番号カードとは
　マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
身分証明書として使用可能で、コンビニエンスストアで
住民票の写しなどの証明書を取得することもできます。

市役所などから、電話でマイナンバーの問い合わせを行うことは絶対ありません！
むやみに他人にマイナンバーを教えてはいけません！
マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても
断ってください。

▼ 通知カードを紛失した場合は

▼ 個人番号カードの交付申請について


